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 １． ごく少量のウイルスで少数の豚が感染し、感染が拡大しているようです。そのため、

症状が出るまでに時間がかかっており、 

日ごろの健康観察を入念に行う必要があります。 

２． 周辺に感染イノシシがみられない農場でも、豚コレラの発生がみられています。ウ

イルスを伝播する可能性のある、カラス・ネズミ・ネコ・タヌキなどの 

野生動物対策に万全を期すため、 

殺鼠剤や、農場周辺への石灰散布を念入りに行ってください。また、ハエに

よるウイルス運搬の可能性もあることから、 

粘着シートなど防虫対策も必要です。 

３． 飼養者が立ち入る頻度が高く、ウイルスが侵入するリスクの高い分娩舎等におい

て、清掃・消毒・手洗いを徹底し、「専用長靴」を使用してください。 

  

 

 

 

  

 

 

また、異状を感じたときは、速やかに通報してください。 

 

上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所 

平日：０１７６－２３－６２３５   夜間 ・休日：０９０－６４５３－７０２３ 

以上の点を強化して 

引き続き、飼養衛生管理基準の遵守 

をお願いします。 


